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毎
年、５月に、市区町村から、事業者

に対し、従業者の住民税の通知書が

送付される。これら事業者は、前年

の住民税の所得額に応じて天引き（徴収特

別）徴収する義務を負っているからである。

今年から、この住民税の通知書には、本人が

望む、望まないのにかかわらず、個人番号が

記載される。総務省が、市区町村に記載する

ように通達しているからである。ほとんどの

市区町村は、総務省の意のままに動くロボッ

トのような存在である。

弱小企業に勤めている人で、勤め先に番号

情報（特定個人情報）の安全管理に不安があ

り、自分や家族の番号の提示を思いとどまっ

ているとする。この人が、医療費控除をする

ということで、還付申告をするために所轄の

税務署を訪れたとする。担当の職員の指導に

従い、しぶしぶ還付申告書に自分と家族の番

号を記載して提出したとする。税務署は守秘

義務、安全管理がしっかりしていると信頼し

ていたのに、税務署は市区町村のそれらの番

号を通報することになる。市区町村は、これ

らの番号を、勤め先に密告／通報する。これ

は、勤め先の番号情報（特定個人情報）の安

全管理に不安があり、勤め先への番号の提示

を思いとどまっている納税者の自由意思、完

全管理意思を蹂躙するやり方ともいえる。

しかも、多くの市区町村は、普通郵便で事

業者に送る方向だ。当然、誤配や紛失がある

であろう。今年、筆者の自宅に年賀はがきが

１月２１日に大量に配達された。日本郵便に

苦情を申し出たところ、所轄の郵便局の担当

者から電話があった。いわく「どこか他の家

に誤配され、その家が年賀はがきのお年玉の

当選番号をチェックした後で、お宅の郵便受

けにいれたのではないか？」とか。まるで他

人事・・・。ほとんど職業意識が感じられな

い回答に、閉口した。「イヤなら、郵政サー

ビスは利用しなくともいい」とでも言いたげ

であった。郵便がこんな実態で配達されてい

るとすれば、普通郵便で市区町村が普通郵便

で事業者に通知するとすれば、漏えいの危険

は避けられまい。

総務省は、個人番号カードの入手をすすめ

るＰＲを盛んに流している。しかし、カード

の表面に本人の個人情報、裏面に個人番号が

書かれたカードを持ち歩かせる政策は誤りで

ある。むしろ、すでに取得した高齢者などに

は「返納をすすめる」政策に切り替えるべき

である。

カードを官民に幅広く使わせるなどもって

のほかである。人生８０年の時代に、同じパ

スワード（番号）を一生涯使わせるのは、ア

メリカなどのように、「なりすまし犯罪者天

国」へまっしぐらである。

２０１７年３月３１日
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〝忘れてもらう権利〟を忘れた最高裁決定
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石村耕治（ 代表）PIJ話し手

聞き手 辻村祥造（ 副代表）PIJ対 論

最
高裁判所は、２０１７年２月１日、イ

ンターネット検索サイト「グーグル」

の検索で表示される自分の逮捕歴を求

めて争われた仮処分の申立てで、検索結果の削

除を認めない決定をくだした。

この決定で、最高裁は、「プライバシーを公

表されない利益が、検索サイト側の表現の自由

より明らかに優先する場合にだけ削除でき

る。」という基準を示した。

結果として、最高裁は、検索サイト大手の米

グーグルに逮捕歴の削除を求めた男性の訴えは

認めなかった。

また、最高裁は、個人のプライバシー保護を

重く見る欧州で新たなネット上のプライバシー

権として法認され、グローバルな広がりを見せ

ている「忘れてもらう権利（right to be forgot-
ten）」には全く触れなかった（ＥＵ司法裁判所

の「忘れてもらう権利」については、石村耕治

「ＥＵ司法裁判所、〝忘れてもらう権利〟を認

める」ＣＮＮニューズ７８号参照）。

この最高裁判断の果たす意義や問題の所在に

ついて、石村耕治PIJ代表に辻村祥造PIJ副代表

が聞いた。

最高裁、ネット上の逮捕歴の削除要求に「ノー」、

「公益性ファースト」の厳しい判断

（CNNニューズ編集局）

◆削除に「高い壁」を設けた初の最高裁判断

（辻村）インターネット検索サイトに不本意に自

己の個人情報が掲載された人が、グーグルのよう

な検索サイト側に、どの範囲まで削除要求ができ

るのかが問題になっています。この問題で、最高

裁判所は、２０１７年２月１日に基準を示しまし

たが。

（石村）そうですね。これまで、下級審では、見

解が分かれていました。この最高裁の判断では、

「プライバシーを公表されない利益が、検索サイ

ト側の表現の自由よりも明らかに優先する場合に

だけ削除できる。」という基準を示しました。

（辻村）つまり、グーグルのような検索サイト事

業者の表現の自由よりも、掲載された個人のプラ

イバシーが明らかに優先する場合に限り、削除要

求が優先するという趣旨の判断ですね。

（石村）仰せのとおりです。判断の基となったこ

の事件では、男性Ｘ（原告・被控訴人・上告人）

の名前と居住する県で検索すると、２０１１年に

児童買春事件で逮捕された際の報道が記載された

ウェブページが複数表示されたことから、検索サ

イト事業者であるグーグルに、その削除を求めた

のが、事の経緯です。

（辻村）犯罪者を実名報道することはマスメディ

アでは常態化していますし、犯歴情報がネット空

間に浮遊するのは、社会的正義、あるいは公益の

観点から、ある程度やむを得ないと見る考え方も

ありますね。

（石村）ただ、Ｘは、自分はすでに罰金を支払っ

ており、周囲に逮捕歴を知られることで更生が難

しくなり、プライバシーも侵害される、さらに

は、過去の犯罪からを社会から「忘れてもらう権

利」があると、訴えたわけです。

（辻村）Ｘは、検索サイト事業者（グーグル）で

はなく、情報の発信者（発信元）に削除を求めな

いのでしょうか？

（石村）もちろん情報の発信者（発信元）に削除

を求めることも可能でしょう。ただ、ネット上で

は情報が簡単にコピーされ、かつ、瞬時に頒布さ
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れるため、発信者（発信元）に個別に削除請求す

ることは余り意味がない場合が多いからではない

でしょうか。

（辻村）検索結果を表示させないようにして、ネ

ット利用者の目に届かないようにせざるを得ない

わけですね。

（石村）仰せのとおりです。

◆犯歴削除を求めた訴訟（仮処分申立て）の

経緯

（辻村）今回問題とされたケースは、原審がさい

たま地裁、控訴審が東京高裁でした。それぞれの

裁判所はどのような判断だったのでしょうか。

（石村）おおまかにまとめてみますと、次のとお

りです。

◆最高裁判断の今後のネットプライバシーへ

の影響

（辻村）最高裁判断は、プライバシーを公表され

ない利益が検索サイト（グーグル）側の表現の自

由よりも明らかに優先する場合にのみ、削除を請

求できるということですね。

（石村）そうです。最高裁は〝明らかに〟とか、

〝著しく〟といった〝不確定な概念〟、〝アバウ

トな文言〟をしばしば用います。

（辻村）言い換えると、プライバシーの権利利益

の侵害が明らかでない場合には、救済の対象とな

らないということになりますね。

（石村）そういうことです。こうした不確定な概

念を使いますと、いわば〝公共性ファースト〟、

〝プライバシー・ラスト〟につながるおそれがあ

ります。

（辻村）明らかでない場合には、削除を請求でき

ないというのは、「疑わしきはプライバシーを大

事にしたい市民の利益に」といった考え方とぶつ

かるのではないかと思います。

（石村）今回のケースは、男性（Ｘ）は、児童買

春・ポルノ禁止法違反の罪で罰金５０万円の略式

命令が確定していました。Ｘが、自分の名前と住

所で検索すると３年以上前の逮捕時の記事が表示

されていたため、Ｘが、検索サイト事業者である

グーグルを相手に、さいたま地裁に仮処分の申立

てをしました。さいたま地裁は、２０１５年６月

に、「更生を妨げられない利益を侵害している」

として削除を命令しました。グーグル側がこの決

定の取消しを求め、同地裁に異議を申し立てまし

た。そして、２０１５年１２月２２日に、今回の

判断にいたったわけです。ただ、今回のケース

が、社会的にも受け入れがたい犯罪にかかる個人

情報でしたから、かなり特殊なケースとみること

もできます。リベンジポルノのケースとかとはか

なり大きな違いがあるのではないかと思います。

（辻村）そうですね。検索サイト事業者は削除基

準を公表しています。例えば、グーグルでは、同

意なく投稿された裸の撮像や銀行口座番号など悪

用されかねない個人情報は削除するとしていま

す。

【図表１】犯歴削除を求めた訴訟（仮処分申立て）の推移

と判断内容の概要

（ａ）判断

（児童買春の

犯歴を表示す

る）検索結果

の削除を命じ

る。

①さいたま地裁　
決定

（２０１５年１２

月）

（ｂ）理由
（ｃ）忘れて
もらう権利

更生が妨げら

れ、Ｘの利益

が侵害されて

いる。

過去の犯罪を

社会から忘れ

てもらう権利

がある。

②東京高裁決定

（２０１６年７月）

検索結果の削

除を認めな

い。

削除は表現の

自由や知る権

利を侵害す

る。

判断しない。

③最高裁決定

（２０１７年１月）

検索結果の削

除を認めな

い。

本件はプライ

バシーが表現

の自由に優先

するケースに

はあたらな

い。

検討しない。
●前科情報が表示される探索結果イメ－ジ例（Public Use）
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（石村）ただ、犯罪に手を染めた人の更生などを

織り込んで考えると、犯歴情報などについては、

それをどう扱うか判断が難しいケースも考えられ

ます。とはいっても、犯罪に手を染めた人を永久

にスティグマタイズ（罪人の入れ墨）して、排斥

するのでは、〝赦す社会〟、〝赦される社会〟の

構築はできません。

（辻村）「時間の経過」も一つの判断要素かもし

れませんね。最高裁はどれ位の期間が経過したら

削除の対象となるか明確に示しませんでしたか

ら。

（石村）時間をかけて、裁判例を積み重ねていく

必要があると思います。

（辻村）ということは、今後の削除の線引きは、

ケース・バイ・ケースで考えることになるという

ことですね。

（石村）そうです。いずれにしろ、この最高裁判

断によって、今後、〝公益性ファースト〟の考え

方がすすみ、検索サイト事業者への削除請求は難

しくなるかも知れません。また、検索サイト事業

者が情報主体からの削除請求に応じない場合、裁

判所に救済を求めても、なかなか原告側の請求を

認めてくれなくなるおそれもあります。

◆わが国で「忘れてもらう権利」をどう確立

するのか

（辻村）この最高裁判断によって〝公共性ファー

スト〟の考え方がすすむようでしたら、こうした

考え方にストップをかけ、ネット空間でのプライ

バシー保護を推進するためには、やはり「忘れて

もらう権利」をしっかりと確立していく必要があ

りますね。

（石村）仰せのとおりです。このケースの原審、

つまりさいたま地裁は、Ｘには過去の犯罪を社会

から忘れてもらう権利があると判断しました。こ

の原審での意見・考え方を発展させていく必要が

あります。

（辻村）しかし、原審（さいたま地裁）を除く

と、控訴審や最高裁は、この「忘れてもらう権

利」を〝忘れたふり〟をしましたから・・・。

（石村）個人のプライバシー保護を重く見る欧州

では、ネット上の新たなプライバシー権として

「忘れてもらう権利」が法認されています。高裁

や最高裁には、こうした世界の流れを学んでもら

う必要があります。

◆「ネット収監」よりも「更生」を優先させ

るべき

（辻村）裁判所の判断は、一般に、上に行けば、

行くほど「社会防衛」の考え方、「公益性」や

「公共性」を優先させる考え方が目立ってきます

ね。

（石村）仰せのとおりです。しかし、「罪を犯し

た人も、いずれは、また社会に戻ってくる」とい

うことは否定できないのですから、それこそ「社

会防衛」のためには、どう「更生」させるかも、

しっかり考えないといけません。

（辻村）その辺、単純に「罪を犯した者は、でき

るだけ長く塀の中に閉じ込めておけばいい」とい

う考えになりがちです。もっと、慎重に考える必

要がありますね。

（石村）仰せのとおりです。アメリカの刑事司法

でも、考え方が対立しています。多くの州におい

て、高等教育にかける予算よりも受刑者や刑務所

増設にかける予算の方が多いのが実情です。その

片棒をかついでいるのが、検察官です。アメリカ

の学界では、犯罪者の刑務所送りに一所懸命にな

っている州や連邦の検察官の意識改革が必要とい

う意見が強くなっています。

（辻村）受刑者の「更生」が後回しにされている

ということですね。

（石村）仰せのとおりです。アメリカでは、各地

①逮捕の報道があった者も更生を妨げられない利益

がある。

②ある程度の期間の経過後は、過去の犯罪について

社会から「忘れられる権利」（「忘れてもらう権

利」）がある。

③ネットに逮捕情報が表示されると、情報を抹消し

て平穏な生活を送ることが困難であることから、

検索結果の削除の是非を判断する必要がある。

④原告（Ｘ）は、過去の逮捕歴が簡単に閲覧される

おそれがあり、その不利益は回復困難かつ重大で

ある。

【図表２】さいたま地裁仮処分決定の骨子

●（Public Use）
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で若い検察官や法律家が集まり、とりわけ若者を

刑務所送りにするよりも、更生によって「社会秩

序の維持」をはかるには、刑事司法はどうあるべ

きかを真剣に検討する傾向が強まっています。い

ずれにしろ、ネット空間で個人情報が頻繁に行き

交う時代です。現実空間だけで個人情報が行き交

う時代と同じ考えではダメだと思います。今日の

ようにネット空間で情報が瞬時に頒布されてしま

う時代にあっては、「罪を犯した人の更生」につ

いて、考え方を変えないといけないと思います。

（辻村）つまり、ネット空間での「忘れてもらう

権利」を確立しないと、罪を犯した者の更生は、

難しい時代に入ったということですね。

（石村）仰せのとおりです。犯罪情報がネット空

間で頻繁に行き交う時代に対応した更生政策が必

要です。

（辻村）今回の事件で、Ｘは、その主張のなか

で、ＥＵの「忘れてもらう権利」について説明し

ているわけですから・・・。高裁や最高裁は、こ

の権利の存在はわかっていたはずですが、一歩踏

み出すことに躊躇したようです。

（石村）いずれ裁判所は、「忘れてもらう権利」

を〝忘れてしまった〟というわけにはいかなくな

るでしょう。ただ、もう少し時間が必要でしょ

う。それから、検索サイトを運営する事業者の自

覚、企業としての社会責任をもっと厳しく問う必

要があります。

（辻村）今の段階では、検索サイト側は、情報を

媒介しているだけ、と主張するかも知れません

が・・・。

（石村）「忘れてもらう権利」がネット上の新た

なプライバシー権として法認されれば、削除に応

じない検索サイト側を名誉棄損などで損害賠償を

求めて責任を問うことの途も拓けてくるのではな

いでしょうか。

（辻村）先ほどから石村代表が指摘されたよう

に、保守的な考え方をとると、罪を犯した者は、

刑期が終了しても、ネット空間で情報検索できる

かたちで一生涯監視し、隔離する方がいい、とい

うことになるかも知れません。「格差社会」の頂

点にいる人たちは、犯罪に走ってでも生きざるを

得ないような下の層の人たちをネット監視するの

は当り前と考えるかも知れません。

（石村）ただ、そうなると、現実空間での刑罰、

時効というのが意味をなさないことになります。

（辻村）仰せのとおりですね。誤解を恐れずにい

うと、世のなかには、警察官の姿を見ると安堵感

を憶える市民と、警察官の姿を見ると不安になる

市民がいるわけです。警察官の姿を見ると安堵感

を憶える人にとっては、罪を犯した者は、社会に

邪魔者に見えるかも知れません。刑期が終了して

も、ネット空間で情報検索できるかたちで一生

涯、幽閉して隔離する方がいいと考えるかも知れ

ません。

（石村）しかし、一度でも罪を犯した人は、ゆる

してはならない。ネット収監して無期限に大衆監

視すべきだとすれば、ネット空間は「ネット刑務

所」と化してしまいます。

（辻村）私たちは、「一度でも罪を犯した人は、

犯罪を繰り返えすことでしか生きられないような

社会の構築」を求めてよいわけはないです。最近

流行っている万引の嫌疑者の顔写真を、被害にあ

った事業者がネット空間にさらして、私刑を加え

るのを放置していますが、これも熟慮が必要です

ね。

（石村）万引はいけません。しかし、万引の嫌疑

者の顔写真をネット空間にさらすことは、誤りが

あった場合、さらには「更生」の面からも精査す

べき課題が山積しています。

（辻村）難しい課題ですが、ネット空間では情報

が簡単にコピーされ、かつ、瞬時に頒布されてし

まいます。やはり、ここでも、人権、更生などを

織り込んで考えると「忘れてもらう権利」の確立

は急がれますね。

（石村）万引や振り込め詐欺などは別としても、

これだけ法令が複雑になってきますと、誰でもな

んどき、罪を問われる可能性が出てくるわけで

す。国民背番号／共通番号（マイナンバー）で国

民を徹底監視し、罪を償っても時効制度が無意味

になってしまうほど無制限にネットで監視す

る・・・。これでは、人生８０年の時代に、１回

でも過ちをした人は再チャレンジのチャンスを奪

われることにもつながりかねないわけで、まさに

監視社会そのものです。自由や人権を大事にしな

い常時違憲状態にある社会といえるのではないで

しょうか？

（辻村）仰せのとおりですね。

（石村）国民監視、なりすまし犯罪のツールとな

る国民背番号／共通番号（マイナンバー）をスト

ップさせるとともに、わが国でネット上の人権と

して「忘れてもらう権利」の確立を急ぐ必要があ

ります。

（辻村）石村代表、今回は、有益なお話をいただ

きありがとうございました。
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２
０１７年２月９日の午後４時から、横浜

地方裁判所第１０１号法廷において、マ

イナンバー（個人番号）利用差止等請求

事件の第３回の口頭弁論が開かれた。

この裁判の原告団は第１次と第２次の原告を含

め、２１９名という全国で同様に争われている裁

判の中で最も多い原告数を擁している。

当日の傍聴者も８０名近くにのぼり、弁護団に

よる準備書面に関する意見陳述が行われたが、そ

の最後に、原告団の意見陳述としてプライバシ

ー・インターナショナル・ジャパンの副代表であ

る辻村祥造氏が税理士の立場から意見陳述を行っ

た。

なおこの裁判では、第１回公判において市民団

体代表と小児科医、第２回公判において社会保険

労務士がマイナンバーに反対する立場から意見陳

述を行っている。

以下に、その意見陳述の内容を記載する。

マイナンバー（共通番号）違憲訴訟・神奈川　

辻村祥造（PIJ副代表）による「意見陳述要旨」

CNNニューズ編集局

事件番号　平成２８年（ワ）第１１８１号、第３８２３号

事 件 名　マイナンバー（個人番号）利用差止等請求事件

原　　告　宮崎俊郎　外２００名、浅賀きみ江ほか１８名

被　　告　国

意　見　陳　述　要　旨

２０１７年２月９日

横浜地方裁判所　第４民事部合議Ｂ係　　御中

原　　　　告　　辻　村　祥　造　

（原告番号１１２）

私は税理士であり、中小企業及び個人の事業者・納税者の会計計算・税務申告を職

業としております。

今般、導入されましたマイナンバー・マイナンバーカード制度につきまして税理士

としての立場、また一人の国民としての立場から意見を陳述させて頂きます。

１．マイナンバー・マイナンバーカード制度の目的

現在、国民におけるマイナンバーカードの取得割合はおおよそ７～８％にとどまっ

ているようです。政府はマイナンバーカード取得による行政事務等における国民生活

第３回口頭弁論



2017.3.31 7

CNNニューズ No.89マイナンバー違憲訴訟・神奈川

の利便性向上を宣伝しますが、国民の間に個人情報管理及び漏洩に対する懸念がいか

に強いかを示している証左であります。

また、マイナンバー制度導入の際に災害時における活用が盛んに宣伝されました

が、最近発生した熊本震災、鳥取震災そして糸魚川における大火災などにおいて、こ

のマイナンバーを被災者の救援に活用したという報道は全く聞きません。導入のため

にする国の方便と言わざるを得ません。

さらに行政機関が個人情報をやり取りした履歴を国民が閲覧できるポータルサイト

（マイポータル）の運用開始が２０１７年７月まで延期されましたが、わが国の人口

が１億２千７００万人であることから、このようなポータルサイトのシステム構築の

作業量は膨大であり、その構築は永久に不可能ではないかと私は考えております。

実際インターネットでは、マイポータルの動作環境が旧式すぎて絶望的とのコメン

トも出ています。

そのうえ特定個人情報の取り扱いに関して監視・監督を担う個人情報保護委員会は

委員長を含めて９人（内４人は非常勤）で構成されることから、その管轄する範囲の

広範さに比してマンパワー不足は明らかであり、その実効性について疑問が持たれて

います。

結局、マイナンバー及びマイナンバーカードの制度は、行政における国民管理の効

率化を目的とした制度であって、国民生活の利便性向上を目指した制度ではありませ

ん。

２．マイナンバーを提供する勤務者等の立場

企業等に勤務する人々は、その勤務先に源泉徴収事務、年末調整事務そして社会保

険事務等のために個人情報を提供しなければなりません。その中には家族の状況、障

害者の状況、結婚・離婚の状況など、秘匿性の高い情報が含まれています。

さらに被雇用者という拒否しづらい立場であるために、人生８０年間の時代に、本

人に加えて誕生間もない子供の原則、生涯不変であるマイナンバーを勤務先に提出し

なければならないことに、親として不安を感じる人が多いのは当然のことです。

マイナンバーの提供を拒否することに対する罰則は規定されてはいませんが、経済

的な力関係から事実上強制されているというのが実情です。

さらに、弁護士を始めとした士業など報酬・料金等を受け取ることによって生計を

立てている職業者は、自らのマイナンバーを含む特定個人情報を広く提供せざるを得

ず、個人情報が悪用され、個人生活が侵害されることが懸念されます。

一方、講演者、家主・地主の中にはマイナンバーの提供を拒否する人がみられま

す。自分のマイナンバーを主体のはっきりしない講演依頼者そして企業者に提供する

ことに不安を感じるためであり、提供を求めるのであれば講演の依頼を断り、また貸

家契約、貸地契約を解消すると申し出でるなど無用のトラブルも起きております。

以上のように、マイナンバーの提供する側のすべての人々が不安を感じているとい

うのが税務の現状です。

３．マイナンバーの提供を受ける事業者の立場

民間企業、特に小規模企業・事業者におけるマイナンバーを含む特定個人情報の管
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裁判の冒頭、裁判長は今回の意見陳述の要旨が

不明確であるとして、弁護団に今後の意見陳述に

つき再考するように指示を出していた。

しかし辻村副代表が陳述を始めると、３人の裁

判官は真剣な表情でそれを聞き取り、陳述が終了

した後に、弁護団から意見の要旨は明確であると

述べたところ、裁判長も「陳述を聞いて内容はよ

く理解できた。」と述べていたのが印象的であっ

た。

理に問題が発生することが充分に予測されます。全国には４００万社を超える企業があ

りますが、そのうち９０％前後が小規模企業・零細企業です。これらの企業そして町の

八百屋、魚屋といった個人商店においては、特定個人情報の収集、管理、廃棄等の事務

が適正に行われないケースは充分に予測されます。特に従業員の退職や、事業の廃止に

より本来廃棄をしなければならない特定個人情報が廃棄されず滞留し、これらが不法に

流出することが懸念されます。

すでに民間企業・事業者では国、地方公共団体から源泉徴収事務、年末調整事務、社

会保険事務、住民税特別徴収事務など、様々な事務負担を強制されています。

さらに情報漏えいに関して、国の法律による厳しい罰則を課され、さらに特定個人情

報の提供者からの民事訴訟にも備えなければならないという、マイナンバー関連事務の

押し付けは民間企業・事業者として不安を感じるとともに、拒否したいというのが本音

です。

４．マイナンバー関する税務行政の方向と国の政策

マイナンバーに関する税務実務上の取り扱いが明らかになってきましたが、その方向

はマイナンバーを記載する税務関係書類はできるだけ限定し、付随的な税務書類への記

載を省略するというものです。これはマイナンバー記載の書類を限定することで人の目

に触れる機会を物理的に少なくし、情報漏えいの危険性を抑制する趣旨と考えられま

す。

しかし一方において、マイナンバー・マイナンバーカードの利用範囲を、特に民間を

含めて拡大させようという国の政策の方向は、このような税務行政の方向、そして民間

の事業者に罰則を強化しその情報漏えいを防止しようとする法律の規定と矛盾し、国の

政策として明らかな二律背反の状況を生じさせていると考えます。

特に総務省においては、最近テレビコマーシャルでマイナンバーカードはレンタルシ

ョップでも身分証明書として使えて便利だと宣伝をしたり、また住民税の特別徴収の通

知書を事業者に送付する際、マイナンバーを通知書に記載し、普通郵便で送付するな

ど、国民の特定個人情報を保護する姿勢はまったく見られません。

このようなマイナンバー・マイナンバーカードの民間を含めた利用範囲の拡大は速や

かに中止すべきです。

５.さいごに

行政における国民の個人情報の管理は、行政分野ごとにそれぞれ個別の番号によって

管理すべきです。国民の情報を原則、生涯変わらない一つの番号により管理し、それを

民間にも利用拡大させようとする現在の国の政策は、事業者を含めて国民の全般の理解

を得られないものであり中止すべきです。

以上、陳述を終わります。

（CNNニューズ編集局）
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国
税庁のホームページ（ＨＰ）の「ご意

見・ご要望」みて見ると、「課税・徴収

漏れに関する情報の提供」という制度が

ある。いつごろ、ＨＰに登載されたのかは、定か

ではない。この制度は、「身近に、課税・徴収漏

れの情報があれば、密告してください。」という

内容のものである。一言でいえば、「密告サイ

ト」だ。

しかも、「ご提供いただいた情報は、関係する

国税局・税務署に回付し、税務署等における税務

調査等に活用させていただく場合がありま

す。」、「提供いただいた情報に関する調査の実

施の有無や経過、結果等については、守秘義務の

関係上お答えすることはできませんのでご理解く

ださい。」、そして、「ご提供いただいた情報に

ついては、回答及び受理確認の連絡は行っており

ませんのでご了承ください。」とくる。

虚偽の密告で税務調査を受けた場合、あるいは

精神的な被害を受けた場合などに、納税者（被調

査者）の救済手続もはっきりしない。

これでは、安倍首相が口癖のようにいう「法の

支配」から大きく逸脱した仕組みといえる。法的

根拠もあきらかでなく、憲法に定める「適正手続

の保障」はまったくない。不安をあおる仕組みだ。

わが国には、かつて、国税について、第三者通

報制度という、いわゆる〝密告制度〟があった。

これは、当時あった財産税や、所得税などの申告

納税となった税目を対象に導入された。脱税の通

報者に報奨金も出された。しかし、中傷目的、報

奨金目的での通報など弊害もあり、この制度は、

昭和２９

（１９５

４）年に廃

止された。

高額所得者

の公示制度

も、窃盗団

が入手した

公示資料を

使った納税者宅への押し入り強盗が多発するなど

弊害が目立った。また、こうした公示によるリス

クを避けるために、緊急避難的に公示回避を試み

る納税者も出ていた。つまり、高額納税者の公示

対象が「３月３１日までに提出された申告書」に

限られることから、所得税額が１,０００万円を超
えない所得で申告しておいて、４月１日以後に修

正申告することで公示回避をする方法の回避であ

る。この方法では過少申告加算税や延滞税など余

分な追徴課税がある。しかし、こうしたテマ、ヒ

マをかけ、余分な負担をしてでも「住所を知られ

たくない」納税者が増加していた。個人情報保護

が重視される時代に入ったことも手伝って、この

公示制度は、平成１８（２００６）年についに廃

止されるにいたった。

国税庁の密告サイト「課税・徴収漏れに関する

情報の提供」は、かつてあった脱税の「第三者通

報制度」を、報奨金などを出さない形で、復刻さ

せたものと見ることもできる。

通報／密告のターゲットとして、「租税回避ス

キーム（節税商品や特定の取引手法を利用した租

税回避など）に関する情報やその組成・販売をし

ている者又は利用をしている者に関する情報」、

いわゆる「タックスシェルター（租税回避スキー

ム）の販売者や利用者」の例をあげる。しかし、

法的根拠が不透明である。憲法に定める租税法律

主義に反するおそれがある。

また、国会における真摯な議論もしないで導入

されるこの種の密告制度は、国民相互の疑心暗鬼

を醸成し、結果的に国民／納税者の分断を図るも

のである。隣国の新大統領が、議会に諮らず、大

統領令を使って執行府／行政府の独断で政策を実

施するに似ている。

同様の仕組みとしては、現在、生活保護の第三

者通報（不正受給通報）制度がある。さいたま市

などが、生活保護不正受給について住民から情報

を通報する専用電話（ホットライン）を設置して

いる（http://www.city.saitama.jp/002/003/008/p0
34342_d/fil/hotline_leaflet.pdf）。もちろん、生活

〝課税・徴収漏れに関する情報の提供〟制度とは

石村耕治（ 代表）PIJ ／ CNNニューズ編集局

問問わわれれるる国国税税庁庁のの「「密密告告ササイイトト」」

●昭和２３（１９４８）年第三者通報制　　
度のチラシ（国税庁ＨＰより転載）
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保護の不正受給はゆるされてはならない。しか

し、２０１０年の統計によると、全体に占める不

正受給は１.８％、金額的には約１３０億円規模で
約０.３８％程度。この程度の不正を摘発するため
に、不正受給通報）制度を導入して「相互監視社

会」を構築するのは解せない。小田原市の生活保

護担当職員の不適切ジャンパー事件も、仕事に余

りにも熱心な気持ちがその背景にあったとして

も、ゆるされるものではない。これら市職員は、

生活保護の受給者を、監視していないと悪いこと

をするものだとする「性悪説」に基づいて取り扱

う。その一方、自分らは、公務員だから悪いこと

はしないものだとする「性善説」に基づいて行動す

る。こんなところに〝諸悪の根源〟が潜んでいる。

「公益通報」制度は、公益通報者保護法という

根拠法がある。（もっとも、この法律は通報者を

リベンジから保するのが目的であるが。）いずれ

にしろ、国税庁の「密告サイト」や自治体の「生

活保護不正受給通報制度」については、密告され

た者の権利利益を保護し、公権力と対峙できるよ

うに手続を明確にする必要がある。ところが、現

在、法的典拠がはっきりしないまま執行・運用さ

れている。「法律・条例による行政」のルールに

反する。

国税庁の「密告サイト」、実質的な国民総背番

号である「個人番号／法人番号」、通称「マイナ

バー」で相互監視する社会は、プライバシーを余

りにも犠牲にする。国民／納税者を息ができない

ほど締め上げ、窒息させるような、目白押しの人

権を蝕む政策が問われている。

国税庁のウェブページに現われた「課税・徴

収漏れに関する情報の提供」募集広報

国税庁では、従来から、一般の皆様より、課税

漏れ及び徴収漏れに関する情報を受け付けていま

すが、それには例えば下記のような情報が含まれ

ます。

これまで提供を受けた情報の例

・租税回避スキーム（節税商品や特定の取引手法

を利用した租税回避など）に関する情報やその

組成・販売をしている者又は利用をしている者

に関する情報

・虚偽の売上金額（収益）や必要経費（費用）に

基づく経理等により、不当・不正に所得金額等

を低く（又は還付税額を多く）申告している者

及びその手口の情報

・事業が活況を呈するなど、申告する必要がある

と考えられるにもかかわらず申告をしていない

者に関する情報

・他人名義での取引、他人名義の口座等を利用し

た取引又は事実に基づかない契約書、領収書、

請求書、納品書等の書類の作成、交付、作成依

頼等（白紙領収書等の交付依頼等を含む。）を

行っている者に関する情報

・海外で稼得した所得に係る課税を免れている者

や各国の税制の違い・租税条約を利用して課税

を免れている者に関する情報

・国税を滞納しているにもかかわらず、財産を隠

匿している者に関する情報

・上記のような者の協力者に関する情報

上記のような具体的な情報をお持ちでしたら以下

のフォームに入力の上、国税庁までお寄せ下さい。

（国税庁ホームページのほか、国税局や税務署に

おいても面接又は電話・郵送にて、情報を受け付

けています。）

皆様のお名前などの個人情報や提供いただいた

情報内容は、外部に漏らすことはありません（国

税職員には厳格な守秘義務が課されていま

す。）。また、セキュリティには万全を期してお

ります。

なお、税務行政に関する一般的なご意見・ご要

望は、お手数ですが、「ご意見・ご要望」からお

寄せ下さい。

また、電子メールによる税務相談は、詳細な事

情をお聴きする必要があるなどの性質上、行って

おりません。お手数ですが最寄りの税務署（国税

局・税務署を調べる）まで電話でご連絡いただく

か、簡易な質問はタックスアンサー（よくある税

の質問）をご利用ください。

提供情報の入力

【送付先】

対象者の住所・所在地のある国税局を選択して

ください。

なお、対象者の住所・所在地が不明な場合は、

「その他」を選択してください。

○○ 札幌国税局（北海道）○○仙台国税局（青森

県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県）

○○ 関東信越国税局（茨城県・栃木県・群馬県・

埼玉県・新潟県・長野県）○○ （千葉県・東京

都・神奈川県・山梨県）○○ 金沢国税局（富山
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県・石川県・福井県）○○名古屋国税局（岐阜

県・静岡県・愛知県・三重県）○○ 大阪国税局

（滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和

歌山県）○○ 広島国税局（鳥取県・島根県・岡山

県・広島県・山口県）○○ 高松国税局（徳島県・

香川県・愛媛県・高知県）○○ 福岡国税局（福岡

県・佐賀県・長崎県）○○ 熊本国税局（熊本県・

大分県・宮崎県・鹿児島県）○○ 沖縄国税事務所

（沖縄県）○○ そのその他

１．対象者 氏名・名称（屋号・法人名）（必須）

※関係者が複数いる場合には複数記載してくだ

さい。

２．対象者　住所・所在地（任意）

※氏名・名称のみでは対象者の特定が困難であ

るため、可能な範囲でご記入ください。

３．対象者の所轄税務署（任意）

４．本文（必須）

（時期・期間、場所、人物（会社）、金額、手

段、方法、お持ちの文書等のほか、例えば関連

する金融機関名や支店名、口座番号などを、具

体的にご記入ください。）

帳簿、領収証、請求書、契約書、預金通帳の写

しなど提供する情報に関する書類をお持ちでした

ら、対象者の所轄の国税局又は税務署に郵送等し

てください。

なお、郵送等いただいた書類等の返却はできま

せんのでご了承ください。

以下の欄のご記入は任意です。差し支えなけれ

ばご記入ください。

なお、ご記入いただいた場合でも、皆様のお名

前など個人情報や情報内容は、外部に漏らすこと

はありません。

（□匿名）

１．氏名

２．年齢

３．対象者との関係

４．職業

５．郵便番号

６．住所

７．メールアドレス

８．電話番号

９．携帯電話番号

＊半角カタカナ、機種依存文字は、正確に表示さ
れませんので、使用しないでください。

情報提供に当たっての確認事項

情報提供に当たっては、下記の事項を確認・同

意いただいた上で、提供情報の「確認画面」にお

進み下さい。

＜確認事項＞

•ご提供いただいた情報は、関係する国税局・税務
署に回付し、税務署等における税務調査等に活

用させていただく場合があります。

•ご提供いただいた情報に関する調査の実施の有無
や経過、結果等については、守秘義務の関係上

お答えすることはできませんのでご理解ください。

•ご提供いただいた情報については、回答及び受理
確認の連絡は行っておりませんのでご了承くだ

さい。

□□上記の【情報提供に当たっての確認事項】につ
いて同意しました。
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◆はじめに

アメリカ大統領が、連邦政府や軍に対して出す

大統領府令（Ｅ.Ｏ.＝executive orders）その他の大
統領令（Presidential orders）（以下「大統領令」
という。）１が問われている。大統領令は、連邦

議会の承認なしに実施され、【図表１】の理由で

失効するまで法的拘束力を有する２。

大統領令の公布は、初代のジョージ・ワシント

ン（George Washington）の時代にまで遡る。歴史

的にみると、１９４０年代の太平洋戦争時に、日

系アメリカ人を強制収容所（assembly centers）送
りとしたのも、当時のルーズベルト大統領（Fran-

トランプ大統領が濫発する大統領令を学ぶ

石村耕治（ 代表）PIJ ／白鷗大学教授

アメリカの「大統領令」とは何か

ア
メリカ合衆国のドナルド・トランプ

（Donald Trump）大統領は、就任

早々から、矢継ぎ早に「大統領令」を

濫発して、連邦議会の議決を得ずに、次々と選

挙公約を実施に移している。私ども日本人は、

アメリカは連邦憲法に定める「三権分立（sepa-
ration of powers）」、つまり、国家権力を、

大統領の「執行権（executive power）」、連

邦議会（U.S. Congress）の「立法権（legisla-
tive power）」、裁判所の「司法権（judicial
power）」の３つに分けて、チェック・アン

ド・バランスを維持していると久しく理解して

きた。しかし、実際の政治においては、大統領

の執行権が非常に強く、この権限に基づいて出

される「大統領令」の威力のすごさに驚きを隠

せない。

大統領は、行政府、つまり財務長官をはじめ

とした省庁の長官・副長官、長官補佐（局

長）、ＣＩＡやＦＢＩ長官、大使の任用などの

官職、最高裁判事をはじめとした各連邦裁判所

裁判官については、連邦憲法２条２節２項に基

づき、連邦議会上院での助言と承認（advice
and consent）決議が求められている。これら

に加え、大統領は、連邦議会上院での助言と承

認決議の要らない官職を含め、４,０００を超え

る官職を政治的に任免する権限を有している。

役人の面従腹背をゆるさないアメリカの「政治

任用制度（Spoiled system）」は、政権交代が

あっても役人の顔ぶれはほとんど変わらないわ

が国とは大きく異なる。

今回は、石村耕治PIJ代表に、いま話題の「大

統領令」について、少し学問的に詳しく論じて

いただいた。

（CNNニューズ編集局）

邦語で「大領領令（Presidential orders）」という場合、一般に「executive orders」、「presidential proclamations」
および「presidential memoranda」の３つを指すと理解されている。しかし、実際には、これらのほか、「adminis-
trative orders」、「certificates」、「designations of officials」、「general licenses」、「interpretations」、「letters on
tariffs and international trade」、「military orders」、その他の国家安全保障関係文書（national security instruments）
（具体的には、「national security action memoranda」、「national security decision directives」、「national security
reviews」、「national security study memoranda」、「presidential review directive」および「presidential decision dire-
ctives」など）、「presidential announcements」、「presidential findings」、「presidential reorganization plans」、な
らびに「presidential signing statements」などの名称の多様の大統領令がある。
See, 〝The Use and Abuse of Executive Orders and Other Presidential Directives,〟５ Tex. Rev. Law & Pol. 267（200
1）.

１

・連邦議会が当該大統領令を無効にする法案を通過

させた場合（ただし、大統領は当該法案に対し拒

否権を発動できる。）

・連邦裁判所（最終的には連邦最高裁判所）が当該

大統領令を違法・違憲とした場合

・大統領が、前大統領が出した大統領令を失効させ

る新たな大統領令を出した場合

【図表１】大統領令が失効する主な理由

2
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klin D. Roosevelt）が出した「大統領府令第９０６
６号（Ｅ.Ｏ.＝Executive Order No. 9066）」であ
った。

また、アメリカ国防総省の諜報機関である国家

安全保障局（ＮＳＡ＝National Security Agency）や
（ＣＩＡ＝Central Intelligence Agency）の職員であ
ったエドワード・スノーデン（Edward Snowden）
氏は、アメリカの諜報活動情報を世界にリーク

し、ロシアに事実上亡命したことで名を馳せた。

この事件のもととなった国家安全保障局（ＮＳ

Ａ）の諜報活動も、法律ではなく、大統領府令第

１２３３３号（E.O. No. 12333／ツエルブ・トリ
プル・スリー）に基づいて実施されている。

大統領令を最も汎用したのは、ルーズベルト大

統領である。同大統領は、在任中に、実に３,７２
１件の大統領府令（executive orders）を発した。
ビル・クリントン（Bill Clinton）政権も大統領令
を利用したことでよく知られている。

議会が共和党の手中にあり、ねじれ状態のなか

オバマ（Barack Obama）政権が、大統領府令を汎
用し、法学界などから注目を浴びた３。オバマ前

大統領は、８年の在任中に２７７件の大統領府令

（executive orders）を発しているが、過去１００
年間の比較でみると、その数はむしろ少ない方で

ある。オバマ前大統領の場合は、大統領府令（ex-
ecutive orders）よりも執行府覚書（executive mem-
oranda）などを多用したことも一因と見られる。

（１）トランプ政権による大統領令の濫発

そして今、想定外のトランプ大統領が誕生し、

矢継ぎ早に大統領府令（executive orders）や大統
領府覚書（executive memoranda）を出して、前政
権の置き土産の一掃に乗り出した。

前記一覧からもわかるように、トランプ政権

は、前オバマ政権の政策の失効につながるさまざ

まな選挙公約を、大統領府令で実施する動きが目

立つ。良識ある市民が、国民の分断をさらに深め

かねない独断的な大統領令の汎用について、議会

制民主主義を破壊に導く道具の濫用ではないか、

あるいは大統領独裁への危惧を感じ取ったとして

も無理のないことである。これまで、「大統領

令」について、アメリカ市民のみならず、世界の

政財界人・法政研究者などは、差ほど注目してこ

なかったが、一気に脚光を浴びることになった４。

See, U.S. Senator Ted Cruz, 〝Lawless: The Obama Administration's Expansion of Executive Power,〟 19 Tex. Rev. Law
& Pol. 1（2014）.
See, Coby Hagan, 〝Myth or Reality: Obama’s Presidential Power Grab by Way of Executive Order, 〟84 UMKC L. Rev.
493（2015）.

・オバマケアの廃止・再編（Sweeping overhaul 

of Obama’s affordable care act〔正式名

称：Minimizing the Economic Burden of 

the Patient Protection and Affordable C- 

are Act Pending Repeal〕）【Executive or- 

der on Jan. 24, 2017, E.O. No. 13765】

・TPP永久離脱（Permanent withdrawal from 

Trans-Pacific Partnership）【Presidential 

memorandum on Jan. 23, 2017】

・連邦公務員の増員凍結（Federal hiring freez- 

e）【Presidential memorandum on Jan. 2 

3, 2017】

・オバマ政権が環境規制目的で凍結した石油パイブ

ライン建設再開（Keystone XL and Dakota 

Access pipelines）〔正式名称：Expediting 

Environmental Reviews and Approvals 

for High Priority Infrastructure Project〕」

【Executive order on Jan. 24, 2017, E.O. 

No. 13766】

・メキシコ国境への壁建設（Building the U.S.-

Mexico border wall〔正式名称：Border Se- 

curity and Immigration Enforcement Imp- 

rovements〕【Executive order on Jan. 2 

5, 2017, E.O. No.13767】

・中東・アフリカ７か国出身者の入国一時停止およ

びシリアからの難民受入れの無期限停止（Ban 

on refugees）〔正式名称：Protecting the 

Nation From Foreign Terrorist Entry Into 

the United States〕 【Executive order on 

Jan. 27, 2017, E.O. No. 13769】

・外国テロリストの合衆国入国からの国家の保護　

〔正式名称：Protecting the Nation From F-

oreign Terrorist Entry Into the United St- 

ates〕【Executive order on March. 6, 20 

17, E.O. No. 13780】

【図表２】トランプ政権が発足時に出した主な大統領府
令や大統領府覚書一覧

●ホワイトハウス（Public Use）

3

＊大統領令／Executive orders（Ｅ.Ｏ.）は、必ずFede-
ral Register（連邦官報）に登載される。

4
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①大統領令第１３７６９号の違憲性・違法性、執

行の差止めを問う訴訟

トランプ大統領は、２０１７年１月２７日に、

中東・アフリカ７か国出身者の入国一時停止およ

びシリアからの難民受入れの無期限停止（Ban on
refugees）【Executive order on Jan. ２７, ２０１７,
E.O. No. １３７６９】の大統領令第１３７６９号
に署名、公布した。これに伴い、同日、イラクか

らニューヨーク州のジョン・Ｆ・ケネディ国際空

港に正式の難民ビザを持って到着したイラク人

（Darweesh）が当局（U.S. Customs and Border Pro-
tection）により空港内に拘束された。ちなみに、
このイラク人は、アメリカ陸軍に通訳として１０

年以上従事し、アメリカ市民権を有している。

このイラク人の救済にあたったのがアメリカ自

由人権協会（ＡＣＬＵ＝American Civil Liberties U-
nion）である。同協会所属の弁護士は、入国を認
められず空港内に拘束されている原告を代理し

て、この大統領令は、①移民について出身国に基

づく差別を行うことにつながり、連邦憲法修正５

条に定める適正手続および１９６５年移民帰化法

（ＩＮＡ＝the Immigration and Nationality Act of １
９６５）などに抵触し違憲・違法であること、な

らびに①正式の難民ビザを持って到着した難民の

同大統領令第１３７６９号の執行差止めを求めてニ

ューヨーク東部地区連邦地方裁判所へ緊急の集団

訴訟を提訴した。同地裁のアン・ドネリー（Judge
Ann Donnelly）判事は、１月２８日午後９時に、
原告への執行の差止請求を認め、本案について最

終判決が確定するまで原告の暫定的な入国を認め

るとともに、難民として承認され有効なビザを保

有しアメリカに入国し各地の空港に拘束されてい

る人たちおよびこれら関係諸国出身で入国を認め

られた人たちを有効な入国リストから削除するこ

とを禁止する命令を入管職員に発した（Darweesh
対Tru- mp事件決定, No. １:１７-cv-００４８０（E.
D.N.Y. ２０１７））５。

また、大統領令第１３７６９号は、特定の国ま

たは特定の宗教を信じる者の入国を適正な審査手

続を経ずに禁止するもので、連邦憲法修正１条に

保障する「信教の自由（religious freedom）」や修
正５条に保障する「法の適正手続（due process of
law）」を侵害することを理由に、政府機関や議
会からも批判が相次いだ。また、複数の州、人権

団体や市民団体が、全米各地の連邦地方裁判所に

対し、違憲・違法であることを理由に、この大統

領令に執行を差し止める訴訟を相次いで提起した。

ワシントン州司法長官は、同州知事とともに、

２０１７年１月３０日、中東・アフリカ７か国出身

者の入国一時停止（Temporary restraining order）を
命じた大統領令第１３７６９号は、連邦憲法に違

反し無効である旨の宣言的判決（declaratory relie-
f）、および当該大統領令執行の差止めを求めて、
ワシントン西部地区連邦地方裁判所（United States
District Court for the Western District of Washington）
に対して、トランプ大統領および連邦国土安全保

障省（ＤＨＳ）を相手に提訴した。同時に、ワシ

ントン州司法長官は、同地裁に、大統領令第１３

７６９号の執行を即時停止する暫定的差止め命令

を出すように申立てをした。

②連邦地裁は、大統領令第１３７６９号の執行差

し止めを命令

ワシントン州司法長官が、大統領令第１３７６９

号を違憲・違法とした理由は、次のとおりである。

Michael D. Shear, Nicholas Kulish & Alan Feuer, Judge Blocks Trump Order on Refugees Amid Chaos and Outcry Worldw-
ide, New York Times （January 28, 2017）.

5

【図表３】大統領令の違憲・違法を問う訴訟ルート

連邦地方裁判所（全米９４）⇒

連邦最高裁判所（１ ）

⇒連邦控訴裁判所（全米１３）

①法の下での平等な保護を否定しており、連邦憲法

修正５条の適正手続条項に反する。

②１つの宗教を他に優先することになり、連邦憲法

修正１条の国境公認禁止条項【信教の自由の保

障】に反する。

③手続的適正手続（procedural due process）

を保障した連邦憲法修正５条の適正手続条項に反

する。

④差別的な査証手続を求めており、連邦移民・帰化

法（ＩＮＡ）に違反する。

⑤亡命および退去強制の留保を否定しており、連邦

移民・帰化法（ＩＮＡ）に違反する。

⑥拷問に反対する国連決議（U.N. Convention a- 

gainst Torture）に違反する。

【図表４】ワシントン州が大統領令第１３７６９号を違
憲・違法として訴えた理由一覧
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同連邦地裁は、２０１７年２月３日、大統領令

第１３７６９号が違憲、違法であるとの訴えの審

理が終了するまで、この大統領令の執行を全米的

に暫定的に差し止める命令を出した。そのうえ

で、両当事者に対して、２月６日までに、その主

張（belief）を裏付ける証拠を提出するように命
じた（State of Washington 対Donald J. Trump, et al
事件決定（Feb. ３, ２０１７））。

③連邦政府・大統領は、控訴裁判所へ上訴（控

訴）

その後、２０１７年２月４日に、連邦司法省・

連邦検事は、この連邦地裁差止め命令を不服とし

て、カリフォルニア州サンフランシスコに本部の

ある第９巡回区連邦控訴裁判所（U.S. Court of Ap-
peals for the ９th Circuit）に、地裁の暫定的な差止
め命令の停止を求めて、緊急の申立てを行った。

同じ日の遅く、同控訴裁判所は、連邦の不服申立

てを認めない決定をした。

同控訴裁判所は、３人の判事からなる全員法廷

（３ judge panel）で大統領令（E.O. No. １３７６
９）にかかる事件を審理することにした。ちなみ

に、控訴裁判所の全員法廷の判決・決定は、拘束

力のある判例を構成することにつながるため、巡

回区における他の連邦裁判所は、同様の事件につ

いてその判断に従うように求められる。

④連邦控訴裁判所は、連邦地裁命令を支持

２０１７年２月９日、同控訴裁判所は、全員一

致で、連邦の不服申立てを認めない決定に対する

大統領からの緊急の申立てを棄却した。このた

め、大統領令第１３７６９号が違憲・違法かどう

かの裁判所の判断が確定するまで、執行が停止す

ることになった。

この大統領令の違法・違憲を問う一連の訴訟が

続く中、トランプ大統領は、連邦の「三権分立」

の統治ルール、「司法の独立」をあざけるような

発言を繰り返し、連邦裁判所の裁判官の偏向を問

う発言を繰り返した。

⑤連邦政府・大統領は、連邦最高裁への上告（上

訴）を断念

トランプ政権は、この件を連邦最高裁判所へ上

訴（上告／appeal）６しても、裁判官が８人（保守

４人、リベラル４人、欠員１人）の現状では、賛

否同数になり、控訴審の決定が維持される可能性

が高い。そこで、連邦最高裁への上告を断念し、

合憲判断が得られる新たな大統領令の公布の途を

探った。

⑥新たな大統領令の公布

２０１７年３月８日、トランプ大統領は、新た

な、中東・アフリカ６か国出身者の入国９０日間

の制限（＋難民受入れの１２０日間禁止＋シリア

難民の１２０日間受入禁止。ただし、グリーンカ

ード保有者や二重国籍者は対象外）を命じた大統

領令第１３７８０号を公布した。この大統領令

に、ハワイ州をはじめとしたいくつかの州は異論

を唱え、連邦地方裁判所に執行停止、違憲を申し

立てた。

（２）大統領令による租税政策の実施

一般に、税制改正は、連邦議会の制定法による

べきであり、大統領令によることにはなじまない

とされる。過去の大統領令およびそれらにかかる

裁判例を取り上げ、問題点を点検する。

①問われたオバマ政権下での大統領令による租税

政策の実施

オバマ政権は、大統領選の公約の柱として「包

括的移民法制改革（Comprehensive Immigration Re-
form）」を掲げ、包括的移民制度改革法案（Com-
prehensive Immigration Reform Bill）の成立を期し
ていた。オバマ政権の移民制度改革の核となった

のは、必要書類不備滞在者（undocumented immi-
grants）７の強制送還（国外退去）を一時的に猶予

し、かつ就労資格を付与する、または子ども（D
REAMers）の呼び寄せを認めるなどの家族支援を

⑦連邦信教の自由回復法（Religious Freedom R- 

estoration Act）に違反する。

⑧手続的に連邦行政手続法（ＡＰＡ＝administra

tive Procedure Act）に違反する。

⑨実体的に連邦行政手続法（ＡＰＡ＝administra

tive Procedure Act）に違反する。

アメリカ法では、地裁から控訴栽への「控訴」、控訴栽から最高裁への「上告」に、同じ「appeal／上訴」とい
う文言を使う。しかし、ここでは、日本法の言い回しに従う。
一般に、差別を避けるために、「不法移民（illegal immigrants）」や「不法外国人（illegal aliens）」の文言に代
えて、「必要書類不備滞在者／移民（undocumented immigrants）」の文言が使われている。

6
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行おうという趣旨のものである（以下「猶予措置

（deferred action plan）」ともいう。）。しかし、
連邦議会が共和党の手中にあり、ねじれ状態のな

か、こうした猶予措置を認める改革法案は、医療

制度改革（Obama Affordable Care）と同様に、連
邦議会共和党の反対が強く改革は遅々としてすす

まなかった。そこで、オバマ大統領（当時。以下

同じ。）は、法改正ではなく、大統領令による制

度改革を目指す方針に転換した。

２０１４年１１月２０日、オバマ大統領は、猶

予措置を認める「ＤＡＰＡ（＝Deferred Action for
Parent of Americans and Lawful Permanent Residen-

ts）」および２０１２年からすでに実施されてい
た「ＤＡＣＡ＝Deferred Action for Children Arriva-
ls）」の適用を拡大する大統領令（以下「executi-
ve actions／必要書類不備滞在者猶予措置令／ＤＡ
ＣＡ・ＤＡＰＡ」ともいう。）に署名、公布した。

オバマ大統領が出した必要書類不備滞在者猶予

措置令に盛られたＤＡＰＡでは、次の要件を充足

すること前提に、必要書類不備滞在者の３年間の

暫定在留および就労許可を認めることを内容とす

るものである。

また、これら猶予措置が認められた必要書類不

備滞在者は、就労および納税申告にあたっては、

社会保障番号（ＳＳＮ＝Social Security Number）
に代えて、連邦課税庁（ＩＲＳ／内国歳入庁）が

申請に基づいて発行する個人納税者確認番号（Ｉ

ＴＩＮ＝individual Taxpayer Identification Number）
を使って確定申告することが認められる。加え

て、これらの者の確定申告にかかる各種人的控除

（所得控除や「働いて貧しい人たち（ the working

poor）」を対象とした勤労所得税額控除（ＥＩＴ
Ｃ／ＥＩＣ）をはじめとした各種税額控除）も、

一定の範囲で認められる。

本来、これら猶予措置が認められた必要書類不

備滞在者には社会保障番号（ＳＳＮ）が交付され

ないことになっており、連邦所得税確定申告書

〔様式１０４０（Form １０４０）〕に本人およ
び扶養家族の社会保障番号（ＳＳＮ）の記載がな

ければ、これらの控除、とりわけＥＩＴＣ／ＥＩ

Ｃは受けられないのが原則となっている。しか

し、ＩＲＳ（内国歳入庁）の法律顧問官は、従前

から個人納税者確認番号（ＩＴＩＮ）で確定申告

をしていても、社会保障番号（ＳＳＮ）の交付が

受けられた暁には、修正申告をすれば法定期間制

限まで遡って勤労所得税額控除（ＥＩＴＣ）を受

けられる旨の通達（IRS memorandum）を発遣し
ている８。この通達に基づく控除額が数十億ドル

にも上っており、税法に基づかない大統領令に付

随する租税負担の宥恕と認識され９、問題視する

声も強くある１０。

この必要書類不備滞在者猶予措置令は、最大で

必要書類不備滞在者５００万人にも及ぶことにも

つながることから、職を奪われかねない市民層か

らの反発も強い。

テキサス州をはじめとしたいくつかの州から、

オバマ大統領が出した必要書類不備滞在者猶予措

置令／executive action）（以下、たんに「オバマ
大統領令」ともいう。）は、違憲、違法、無効で

あるとの声が上がった。２０１５年１１月５日

に、テキサス州をはじめとした１５の州およびワ

シントンＤ.Ｃ.（Ｘ＝原告・被控訴人・被上告
人）が（出訴後さらに９州が訴訟参加）共同で、

オバマ大統領令の執行の差止めを求めて、連邦政

府（Ｙ＝被告・控訴人・上告人）を相手取り連邦

地裁に提訴するにいたった。

テキサス州他側（Ｘ）の主張は、①オバマ大統

領令は、連邦憲法２条３節〔大統領のその他の権

限〕の「大領領は、法律を誠実に執行されること

・合衆国に５年以上滞在していること。

・アメリカ市民権またはグリーンカード（永住権）

を保有する子どもがいること。

・犯歴審査に合格すること。

・納税に同意すること。

【図表５】猶予措置を認めるＤＡＰＡの適用要件の骨子

See, Memorandum from Acting Assistant Chief Counsel （Employee Benefits）, Office of Chief Counsel, IRS, U.S. Depa-
rtment of the Treasury on Claiming Previously Denied Earned Income Tax Credit Due to Invalid Social Security Numbers to
Candice v. Cromling, Earned Income Tax Credit Program Manager, IRS, Treasury Dept. （June 9, 2000）. Available at:
https://www.irs.gov/pub/irs-wd/0028034.pdf#search=%27http%3A%2F%2Fwww.irs.gov%2Fpub%2Firswd%2F002
8034.pdf%27
See, Jan C. Ting,〝U.S. Immigration Policy and President Executive Order for Deferred Action,〟66 Syracuse L. Rev. 65 ,
at 70（2016）.
See, Guy Benson, 〝Why Yes, Obama is Looking into Raising Taxes by Executive Order,〟 Townhall （March 3, 201
5）. Available at: http://townhall.com/tipsheet/guybenson/2015/03/03/wh-yes-obama-is-looking-into-raising-taxes-by-
executive-order-n1964793
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に留意すること」という、いわゆる「法律の誠実

執行配慮条項（Take Care Clause）」、および、適
正なパブリックコメント手続などを踏まずに執行

されていることから行政手続法（ＡＰＡ＝Admin-
istrative Procedure Act）に違反するというものであ
り、かつ、②この違憲および違法なオバマ大統領

令の執行の差止めを求めた。

このオバマ大統領令（必要書類不備滞在者猶予

措置令／ＤＡＣＡ・ＤＡＰＡ）をめぐる訴訟は、

最終的には、裁判所がオバマ大統領令の執行の差

止めを認め、テキサス州他側（Ｘ）が勝訴、連邦

政府側（Ｙ）が敗訴する形で決着をみたが、その

経緯は、次のとおりである。

２０１６年６月２３日の連邦最高裁判決を受け

て、オバマ大統領（当時）は、同日、連邦議会上

院共和党がスカリア最高裁裁判官の死去に伴うガ

ーランド連邦控訴裁判所判事の連邦最高裁判事へ

の任用を妨害した結果でもあるとの認識を示した

うえで、「今日の最高裁の裁断（ruling）は、こ
の国で生活し、家族を養い、働く機会を望み、懸

命に税金を払い、軍務にも就き、この国を心から

愛し、これからもっと貢献しようとしている数百

万人の夢見る人たちを深い悲しみに陥れるもので

ある。」と批判した１２。

一方、この訴訟を提起し勝訴したテキサス州の

パクシトン・Ｗ・デリンジャー（Texas Attorney
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連邦政府（Ｙ）は、連邦控訴裁判所の判決を不満と

して連邦最高裁判所（U.S. Supreme Court）に

上告受理の申立て（a petition for writ of certi-

orari）を行った。連邦最高裁は、２０１６年１月

１９日に上告を受理した。そして、２０１６年６月

２３日に、連邦最高裁は、「裁判所の意見はまった

く同数に分かれ、下級審の判決は承認された（The

judgment is affirmed by an equally divided

Court.）。」旨、９文字の主文のみで、理由／裁判

官の意見（opinion）なしの判決をくだした（Uni-

ted States 対Texas事件, June ２３ ２０１６,

５７９ U.S. ___）。すなわち、賛否同数というこ

とは、下級審での大統領令の執行を差し止める判断

が支持され、連邦は敗訴したことを意味する１１。

テキサス州他（Ｘ）は、オバマ大統領令は違憲・違

法であるとの理由でその執行の差止めを求めて、テ

キサス州ブロンズビル（Brownsville）にあるテキ

サス南部地区連邦地方裁判所（U.S. District Cou-

rt for the Southern District of Texas）に集

団訴訟を提起した。連邦政府側（Ｙ）は、テキサス

州他側（Ｘ）には原告適格（standing）がない旨

主張した。これに対して、Ｘは、連邦のＤＡＰＡお

よびＤＡＣＡプログラムの拡大により猶予された必

要書類不備滞在者がテキサス州で運転免許証を申請

した場合、州政府による財政補助が行われることに

なり、このための財政支出が数百万ドルにも及ぶこ

とをあげ、原告適格を有する旨反論した。同連邦地

裁は、Ｘの原告適格を認めるとともに、２０１５年

２月１６日に、Ｘの主張を認め、オバマ大統領令の

執行を差し止める裁断をくだした（Texas対 Uni-

ted State事件, ８６ F. Supp. ３d ５９１ （S.D.

Tex. ２０１５））。

【図表６】オバマ大統領令執行差止訴訟の経緯

第１審／連邦地方裁判所判決（２０１５年２月１６

日）【連邦政府敗訴】

控訴審／連邦控訴裁判所判決（２０１６年４月１８

日）【連邦政府敗訴】

連邦政府（Ｙ）は、２０１５年１１月９日に、連邦

地裁判決を不服として、ルイジアナ州ニューオーリ

ンズにある第５巡回区連邦控訴裁判所（Federal

５th Circuit Court of Appealsに控訴した。同

連邦控訴裁判所は、２０１６年４月１８日に、連邦

地裁の執行差止の判決を支持し、連邦政府（Ｙ）の

控訴を棄却する判決をくだした（Texas対United 

States事件, ７８７ F.３d ７３３ 《５th Cir. ２

０１５》）。その理由として、判決多数意見では、

オバマ大統領令が典拠としている連邦移民帰化法

（ＩＮＡ＝Immigration and nationalization

Act of １９６５）では、連邦政府による一律の国

外退去猶予行為（deferred action）を法認してい

ないことから、大統領令の執行は違法となることを

あげた。これに対して、少数意見では、国外退去猶

予行為は、起訴裁量（prosecutorial discretion）

の範囲内にあることから、司法審査の対象外（non-

justiciable）であるとして、多数意見に反対した。

控訴審／連邦控訴裁判所判決（２０１６年４月１８

日）【連邦政府敗訴】
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連邦最高裁判事の席数は９人であるが、２０１６年２月１３日に、レーガン政権が任命した保守派のアントニ
ン・スカリア裁判官（Justice Antonin Scalia）が急逝し、後任にオバマ大統領はリベラルなメリック・B・ガーラ
ンド（Merrick B. Garland）コロンビア巡回区連邦控訴裁判所判事を任用しようとしたが、連邦議会上院の共和党
議員が強く反対し空席が続いていた。２０１７年１月３１日、トランプ大統領は、保守派の第１０巡回区連邦控
訴裁判所のニール・ゴースッチ（Neil Gorsuch）判事を、連邦最高裁判事に政治任用する旨をアナウンスした。
ちなみに、連邦憲法２条２節２項は、最高裁判事の正式な任用には、連邦議会上院での助言と承認決議が必要で
あると規定している。２０１７年１月現在、連邦議会上院は１００人（民主４８人＋共和５２人）の議員からな
る。

President Obama delivered remarks on the Supreme Court ruling on United States v. Texas （June 23, 2016）. Available
at: https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/06/23/president-obama-supreme-court-ruling-immigration-reform
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President Obama delivered remarks on the Supreme Court ruling on United States v. Texas （June 23, 2016）. Available
at: https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/06/23/president-obama-supreme-court-ruling-immigration-reform
See, Adam Liptak & Michael D. Shear, 〝Supreme Court Tie Blocks Obama Immigration Plan,〟The New York Times（J-
une 23, 2016）. Available at: https://www.nytimes.com/2016/06/24/us/supreme-court-immigration-obama-dapa.html
オバマ前大統領も、彼の「前倒し恩赦（advance parole）」の執行をねらいとした必要書類不備滞在者猶予措置令
／DACA・DAPA）の法的根拠として、INA 212条d項5号を持ち出している。しかし、INA 212条d項5号は、司
法長官が、緊急の人道的な理由などで「個別ベース（on a case by case basis）」で仮放免を判断するものとしてお
り、５００万人もの無審査仮放免には大きな疑問符がついていた。また、アメリカ市民権を有する子どもは、そ
の子が２１歳になるまでグリーンカードを保有する直系親族である両親の身元保証人になることはできない（IN
A 201条、8巻合衆国法典1151条b項2号A i）。
サンダース候補は、法人納税者が利用している節税策を封じるとともに、個人納税者については、給与所得が年
収２５万ドル以上の納税者には、長期キャピタルゲインに対する軽減税率の適用を制限する政策を打ち出した。
See, Nick Timiraos, 〝Sanders to Obama: Don’t wait for Congress on Tax Overhauls,〟 The Wall Street Journal （March
1,2015）.
クリントン候補は、「高所得者への租税歳出（優遇措置）に一定の制限をかける」政策を打ち出した。投資家で
億万長者であるウオーレン・バフェット（Warren Buffett）氏の提案に沿って、年収１００万ドルを超える納税者
は、投資所得か勤労所得か否かを問わず、３０%の税率で課税するとともに、年収５００万ドルを超える納税者
については、４%の付加税を負担するように求める政策を打ち出した。See, Hannah-Fraser-Chanpong, 〝In Obama,
Hillary Clinton promises to expand Buffett rule,〟 CBS News （Dec. 16, 2015）.
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General Paxton Walter Dellinger）司法長官は、「こ
の件は、オバマ大統領の執行権限の拡大の企ての

主要なつまずきであり、権力の分立および法の支

配を信じる人々の勝利である。」との声明を出し

た１３。

２０１６年６月２３日の連邦最高裁判決に従

い、テキサス州をはじめとして全米２５の州がオ

バマ大領領令（必要書類不備滞在者猶予措置令／

ＤＡＣＡ・ＤＡＰＡ）の執行を停止したことか

ら、オバマ政権が目指した移民制度改革は、事実

上凍結されるにいたった。

ヒラリー・クリントン民主党大統領候補は、先

の大統領選挙キャンペーンにおいて、自分が勝利

した暁には、これら５００万人にも及ぶ必要書類

不備滞在者に対し、連邦移民・帰化法（ＩＮＡ＝

Immigrat- ion and nationalization Act of １９６５）２
１２条d項５号／８巻合衆国法典１１８２条d項５
号）に基づき仮放免（parole）を与えることを公約
した１４。しかし、大方の予想に反してトランプ大

統領の誕生をみた現在、流れが変わり、連邦の移

民関連法の厳格な執行により、これら必要書類不

備滞在者の国外退去手続が進められる可能性も高

まっている。トランプ政権は、オバマ政権が出し

た必要書類不備滞在者猶予措置令によるＤＡＣ

Ａ・ＤＡＰＡプランの廃止、これらのプランに基

づき強制送還（国外退去）を猶予されている必要

書類不備滞在者の厳格な再審査を開始している。

また、ＩＲＳ（連邦課税庁）が、新政権の必要

書類不備滞在者排斥政策に沿って個人納税者確認

番号（ＩＴＩＮ）の交付を厳格化すれば、就労お

よび所得課税上の人的控除の適用も大きく縮減さ

れる可能性も強い。

ちなみに、オバマ政権は、大統領令による大企

業への租税特別措置の制限や節税策封じを検討し

たこともあった。

②民主党サンダース議員の大統領令による租税政

策実施案

２０１６年２月の大統領民主党予備選挙前後

に、民主党のサンダース（Bernie Sanders）候補
が、選挙キャンペーンにおいて、共和党支配下に

ある連邦議会が大企業・富裕層への増税案に同意

しない場合には、大統領令により実現する方向を

打ち出す注目する提案を行った１５。これに対し

て、ヒラリー・クリントン民主党大統領候補は、

選挙キャンペーンにおいて、サンダース上院議員

の大企業・富裕層への増税案に賛意を示す一方

で、議会の同意を得て税制改正で実現をはかる提

案を行った１６。

サンダース上院議員の大統領令による増税（税

制改正）は、「租税正義（tax justice）」実現がね
らいであるとしても、問題なしとはしない。なぜな

らば、連邦憲法修正１６条は、所得にかかる租税

を賦課しかつ徴収する権限を連邦議会に付与する

と規定するからである。言い換えると、「大統領

令による税法制定（tax laws by executive orders）」
については、「課税は制定法による創造物である

（Taxation is a creature of statutes）」というアング
ロ・アメリカ法の伝統的な基本原理、連邦憲法に

定める租税法律主義（No taxation without statutes）
の原則とぶつかるからである。

また、いったん大統領令に基づく増税の途を拓



くことは、減税の途も拓くことにもつながる。増

税ないし減税が大統領の一存で決定できる仕組み

は、一見効率的なようにもみえるが、連邦憲法に

規定された租税立法手続を形骸化してしまうこと

につながる。

（３）大統領令と法の支配

アメリカは「法の支配（rule of law）」に重き
を置く国として評価されてきている。それでは、

大統領令はどのような法的典拠に基づいて発せさ

れているのであろうか。

大統領令の法的典拠としては、直接、連邦憲法

の「執行権はアメリカ合衆国大統領に属する。」

（２条１節１項）規定があげられる。加えて、１

９４９年連邦財産・管理サービス法（ＦＰＡＳ

Ａ＝Federal Property and Administrative Services Act
of １９４９）があげられる。また、１９４７年国
家安全保障法（ＮＳＡ＝National Security Act of １
９４７）なども典拠とされる。ちなみに、ＦＰＡ

ＳＡは、連邦政府の調達および財産管理の効率化

ならびに経済性を改善するために発遣される大統

領令に典拠を与えることを目的に制定された法律

である。

いずれにしろ、立法府がつくる制定法（statutes）
では複雑な法案審査手続、各政府機関が発遣する

規則（regulations）の場合にはパブリックコメント
の徴収などの制定手続（notice-and comment rulem-
aking processes）を踏む必要がある。これに対し
て、大統領令の場合には、こうした手続がなく、

大統領が署名すれば、発効する。このため、難し

い立法手続を回避するねらいで、大統領令が選択

される場合が多い。特定国からの移民や難民流入

の制限、人工妊娠中絶の制限、差別解消のための

優遇措置（affirmative action）の廃止など、市民の
人権や自由の伸縮にかかわる政策を、一介の大領

領令で執行できるとすれば、法的コントロールを

考えないわけにはいかない。事実、連邦最高裁を

含め司法の場で争われた多くの著名な裁判例は、

三権分立および国家安全保障に加え、市民的自由

をめぐる大統領令の適用・解釈、合憲性にかかわ

るものである。

（４）大領領令統制のための公聴会開催および権

力分立回復法案

ビル・クリントン政権時代に、大統領令が汎用

された。この状態を危惧した連邦下院議員から、

２０００年前後に、連邦議会下院の司法委員会

（House Judiciary Committee）および下院規則委員
会（House Rules Committee）には、歯止め策を講
じることを目的とした複数の下院一致決議（Hou-
se Concurrent Resolution）案が共和党下院議員（共
同提案者７５人）から提出された。下院司法委員

会は、この決議案に関する公聴会を開催した。こ

の決議案は、大統領は、「合衆国憲法１条８節

〔連邦議会の権限〕に規定する議会の権限および

責務を侵害する執行令（大領領令）、または執行

令のために特に連邦資金支出に充当の必要がない

執行令（大領領令）は、単に勧告的なものであ

り、かつ法律の制定が伴わない限り拘束力を有し

ないものとする。」旨を内容とするものである。

この決議案は日の目をみなかった。仮に日の目を

見たとしても、この決議案に盛られた「単に勧告

的（advisory only）」の意味、さらには、憲法上
の「連邦議会の権限および責務を侵害（infringe）
する」大領領令といった不明瞭な文言は、憲法上

の大統領の執行権（executive power）とどのよう
に調整すべきかなど、さらに精査すべき点も多々

ある。

また、同じ２０００年前後に、連邦議会下院に

は、議会と大統領の「権力分立回復法（Separation
of Powers Restoration Act of 1999）」（下院法案２
６５５号）の名称を付した〝大統領令統制法案〟

も提出された。この１９９９年下院法案２６５５

号「権力分立回復法」案は、成立には至らなかっ

たが、「大領領令」の定義、や憲法または法律に

抵触する大領領令を争う際に原告適格の規定な

ど、多くの興味なる論点が明確化されている１７。

そこで、以下に、三権分立回復法案の重要なポ

イントをまとめてみる。
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アメリカ法では、地裁から控訴栽への「控訴」、控訴栽から最高裁への「上告」に、同じ「appeal／上訴」とい
う文言を使う。しかし、ここでは、日本法の言い回しに従う。
一般に、差別を避けるために、「不法移民（illegal immigrants）」や「不法外国人（illegal aliens）」の文言に代
えて、「必要書類不備滞在者／移民（undocumented immigrants）」の文言が使われている。

17

・法案の趣旨 議会と大統領との間の権力分立を回

復すること。

・法案の目的 （１）政府の権限に歯止めをかける

【図表７】大統領令統制のための三権分立回復法案のポ
イント
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法律を制定する専属的な憲法上の権限を失うこと

はない。」と述べている（Youngtown Sheet 

& Tube Co. 対　Sawyer事件, 343 U.S. 579

（1952））。

（７）その他

・議会の戦争権限決議廃止 実効性のない戦争権

限決議（war powers resolution）を廃止する

こと１８。

・大統領の国家緊急事態宣告権限の議会への移譲

各種制定法に基づき大領領に付与されている国家

安全保障のための国家緊急事態宣告にかかる各種

権限を議会に移譲すること１９。

・大統領令への法的根拠明示要件

（１）大統領は、大統領令を出す場合には、実際

に大統領が行う行為を是認する根拠となる特定の

制定法または憲法上の規定を明記すること。

（２）前記（１）に規定する根拠となる特定の制

定法または憲法上の規定を明記していないで公布

された大統領令を無効とすること。

・大統領令効力の限定

（１）大統領令は、原則として法律ではなくまた

は法的強制力を有せず、かつ、その適用および効

力は執行部門に限定される。

（２）ただし、次の場合には、前記（１）の例外

とする。①合衆国に対する罪にかかる刑の執行停

止または特赦（ただし弾劾の場合を除く。）にか

かる大統領令、②合衆国軍の最高司令官としての

職責を果たす行為にかかる大統領令、③特定の議

会制定法に基づく大統領令、④条約に基づき発す

る大統領令、⑤その他

・大統領令を争う原告適格 次の者は、①大統領令

が憲法の規定または制定法で認められた権限を越

えている、②連邦議会の権限を侵害している、③

大統領令への法的根拠明示要件を満たしていな

い、または④憲法で付与された州の権限が侵害さ

れていると思う場合には、裁判所でその効力を争

う資格が認められる。

戦争権限決議（war powers resolution）は、１９７３年に成立した連邦議会上下労両院合同決議（joint resolutions）
であり、アメリカ大統領の指揮権に制約を課すものである。この決議はニクソン大統領の拒否権を覆して（両院
の３分の２以上の賛成による再可決）により成立した。事前の議会への説明努力義務、事後４８時間以内の議会
への報告義務、６０日以内の議会からの承認などを骨子とする。ベトナム戦争の反省から、制定された。しか
し、ビル・クリントン政権時に、ユーゴスラビアの解体に伴うコソボ（Kosovo）への米軍派兵が行われ、連邦議
会は６０日以内の宣戦布告をせずに、軍事活動が継続された。その当時、トム・キャンベル下院議員（共和党・
カルフォルニア選出）は、戦争権限決議の履行を求め、コロンビア地区連邦地方裁判所に提訴した。しかし、同
地裁は、政治問題原則（political question doctrine）を楯に門前払いとした。この事実などをあげ、下院法案２６５
５号（H.R. 2655）では、実効性のない戦争権限決議の廃止を求めている。ただし、この点については、異論も
少なくない。
連邦憲法には、明示的な国家緊急権規定が存在しないため、緊急事態には、英米法特有の制度である〝martial
rule〟に基づき、大統領が、公共の安全を保障するため、国家緊急事態宣告（presidential declaration of states of
national emergency）を発し、法律で明示的に禁止されていないあらゆる措置を講ずることとされている。このよ
うな広範な大統領の権限に対し、連邦議会は、立法権を確保するために、１９７０年代に、「戦争権限決議」、
｢国家緊急事態法（National Emergency Act）」、「国際緊急経済権限法（International Emergency Economic Powers
Act）などの制定を通じて、一定の制約を試みている。しかし、現実には、その後も平和時に、大統領の国家緊
急事態の宣告（presidential declaration of states of national emergency）が濫用されている。下院法案２６５５号
（H.R. 2655）では、国家緊急事態の宣告を行う権限を議会のみに帰属させることを謳っている。ただし、この
点については、緊急事態を宣言する権限が大統領の権限であるとの考え方が固まっていることから、異論も少な
くない。See, 〝The Use and Abuse of Executive Orders and Other Presidential Directives,〟 5 Tex. Rev. Law & Pol. 26
7, at 313 et seq. （2001）.
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ため、憲法の起草者は、連邦の権限を政府の相互

に平等な３つの部門に帰属させた。各部門は、固

有の限定された権限を有し、かつ合衆国憲法を擁

護、維持する相互に平等な責務を有する。

（２）最高裁判事が述べたように、「権力分立の

原則は、１７８７年の制憲会議で採択されたよう

に、効率性を推進することになるのではなく、恣

意的な権限行使を防ぐことにある。その目的は衝

突を回避することにあったのではない。むしろ、

政府の権限を３つの部門に配分することに伴う必

然的な衝突により、専制から国民を護ることにあ

る（Myers 対　United States事件, 272 U.S. 

52, 293 （1926）。ただし、ブランダイス判

事は反対意見）。

（３）ジェームス・マジソンは、モンテスキュー

を引用し、彼の著書『フィデラリスト』４７頁

で、「立法権限と執行権限、または統治組織を同

じ者に握られている場合には自由がなくなる可能

性がある」と述べている。

（４）憲法第１条は、「すべての立法権限は連邦

議会に属する。」と規定する。

（５）議会の委員会の文書では、「大統領は、個

人市民およびその権利に関与する権限または権利

を有しないことから、当該権限や権利が憲法の規

定または制定法によって大統領に付与されている

場合を除き、大統領布告（proclamation）は、

付与された権限に基づいていない限り、法的拘束

力を有せず、かつ、積極的に評価してもせいぜい

勧告的な意味を有するに過ぎない（第８５回連邦

議会第１回期、「執行命令および布告：大統領の

権限利用の研究（１９５７年版）」）としてい

る。

（６）最高裁判所は、仮に大統領が、議会の承認

なしに、議会のみが行使できる行為を遂行できる

とした場合、「議会は、それによって憲法に基づ

いて合衆国政府またはそのいかなる部門の職員の

付与された権限を遂行するために必要かつ適切な
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See, William J. Orson, Analysis of H.R. 2655: The Separation of Powers Restoration Act. Available at: http://www.reoci-
ties.com/CapitolHill/Lobby/1221/hr2655an.htm.
See, Erica Newland, 〝Executive Orders in Court〟,124 Yale L. J. 2026（2015）.
ちなみに、トランプ政権誕生前までに、ワシントンD.C.巡回区連邦控訴裁判所および連邦最高裁判所に限って見
ても、７００件を超える大統領令の司法審査を行ってきている。
See, Nada Mourtada-Sabbah, The Political Question Doctrine and the Supreme Court of the United States （2007, Lexing-
ton Book）.
See, e.g., Chenoweth 対　Clinton事件, 181 F. 3d 112, at 115（D.C. Cir. 1999）.23
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以上のような内容を盛り込んだ権力分立回復法

（Separation of Powers Restoration Act of 1999）」
（下院法案2655号／H.R.2655）は、廃案にな
った。確かに、「戦争権限決議」や「国家緊急事

態の宣告を行う権限の大統領から議会への移譲」

など、より慎重な精査を要する重い課題を含んだ

提案であった。しかし、この法案は、議会がいか

に大統領令に「法の支配」を徹底させるかを考え

るうえでの１つのモデルを示した点では高く評価

されている２０。

（５）大統領令と司法審査

大統領令は、初代のジョージ・ワシントンの時

代にまで遡るが、連邦裁判所は、１５０年以上に

わたり、数多くの大統領令の司法判断を下してき

た。

アメリカの統治機構においては、三権分立の原

則のもと、国家権力を「執行権（executive pow-
er）」、「立法権（legislative power）」および
「司法権（judicial power）」に分立し、チェッ
ク・アンド・バランスを保つ形で行使される。そ

の一方で、「司法権の優位（judicial supremacy）」
の原則も貫かれている。すなわち、執行権も立法

権も、争いがある場合、最終的には司法権／司法

府の判断に委ねられることになる。

連邦憲法に抵触する立法権の行使について、司

法府／裁判所は、違憲立法審査権を行使できる。

また、大統領令をめぐる訴訟においては、市民や

州政府など原告（Ⅹ）は、連邦の首都にあるワシ

ントンＤ.Ｃ.地区連邦地方裁判所（U.S. District Co-
urt for the District of Columbia）をはじめとした各
地区の地方裁判所に提訴することになる。そし

て、原告（Ｘ）または被告（Ｙ）が、地裁の裁断

に不満な場合には、連邦控訴裁判所（U.S. Court of
Appeals／正式名称は連邦巡回区控訴裁判所）控訴
することになる。例えば、ワシントンＤ.Ｃの場合
には、ワシントンＤ.Ｃ.巡回区（D.C. Circuit）に控
訴する。さらに、控訴審の裁断に不満な訴訟当事

者は、その後、連邦の首都であるワシントンＤ.Ｃ
にある連邦最高裁判所（U.S. Supreme Court）に最
終審査を委ねることになる２１。

一般に、大統領令を司法審査に付すにあたり主

に問題となる点は、次のとおりである。

（１）議会およびその構成員：議会下院、議会上

院、上院議員、下院議員

（２）州および地方政府：州や地方などの統治団

体の長またはその代理人

（３）権利利益を侵害された人

・「大統領令」の定義

（１）「大統領令（Presidential order）」と

は、大統領府令（Executive order）」、「大統

領布告（Proclamation order）」または「大統

領指令（Presidential directive）」を指す。

（２）これらのほか、その名称を問わず、その他

大統領または大統領府の行為を形式的に周知する

ために大統領および大統領府の職員が発する文書。

・政治問題論（political question doctrine）
政治問題論とは、いわゆる「統治行為」、つまり

司法に問われた事がらが「高度の政治性を有する

場合には司法審査になじまない（political que- 

stions are nonjusticiable）」とする考え方で

ある。この理論のもとでは、司法はもっぱら「法

的問題（legal question）」を裁断する政府の

部門であり、「政治問題（political question）」

を裁断する部門ではないという理由で、裁断をく

だすことを忌避するのが道理にかなっているとさ

れる２２。

・大統領の裁量論（Presidential discretion）
例えば、一般に、恩赦（仮放免等を含む。）を与

える大統領令は、大統領の執行権限の裁量の範囲

にあるとされる。したがって、原告は、争った大

統領令が、大統領に付与された裁量権を著しく逸

脱し不合理である旨の立証が必要となる。

・原告適格要件（standing requirements）
「議員の原告適格（congressional staning）」

に基づいて大統領令の違法、無効を争う途があ

る。また、大統領令による権利利益を侵害される

一般市民も、原則として原告適格があるとされ

る。ただし、事件によっては、議員の原告適格に

基づき大統領令の適用により当該議員が侵害され

たと訴える権利利益が「総体的に抽象的かつ広く

拡散しており（wholly abstract and widely 

dispersed）」、具体性を欠くとして棄却される

例も少なくない２３。

【図表８】大統領令が司法審査対象となるかどうかの主な
判断基準
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◆むすびにかえて～難しい大統領令の統制

現在、違憲・違法な大統領令を問いただすため

には、連邦裁判所に訴えて「司法審査」の途を探

るより有効な手立てはない。

また、連邦裁判所の裁判官は、連邦憲法に基づ

き、議会上院の助言と承認を得て大統領が政治任

用（political appointments）することになってい
る。

連邦裁判所の裁判官の政治任用は、租税裁判所

や請求裁判所の裁判官を除き、「終身」が原則で

ある。したがって、良い意味でも、悪い意味で

も、裁判官の身分保障は安定している。

このことは、下級審の裁判官は、大統領令に対

して、堂々と〝異議を申す〟ことができる仕組み

にある。また、「権力分立」、「司法権の独立」

にも資する。すなわち、大統領が出した大統領令

を違憲または違法であると思う場合には、それを

理由として執行を差し止める裁断（命令）を出す

ことができる。

もちろん、トランプ大統領には、４年の任期内

に、１００席程度の連邦下級裁判所の裁判官の政

治任用が可能と見られる。「司法の右旋回」をめ

ざし、大統領の政治信条に近い、あるいは〝執行

府のなびく〟裁判官の政治任用に力を注ぐものと

見られる。

すでに見てきたように、「大統領令」をめぐる

裁判は、①連邦地方裁判所―②連邦控訴裁判所―

③連邦最高裁判所へとステップアップしていく。

①か②の段階で裁判を中断しない限り、最終的に

は最高裁判事がキーマンとなる。現在、席数

（９）のうち、保守派（４）、進歩派（４）、欠

員（１）で、この欠員の補充に、トランプ大統領

が最高裁判事として保守派の人材の任用に必死に

なるのには一理ある。

しかし、「司法審査」の途を選択することの最

大の問題は、一般に、最終判断を得るまでには長

い時間がかかることである。

すでにふれたように、かつて、連邦議会には、

大統領令を法的にコントロールするねらいで「権

力分立回復法（Separation of Powers Restoration Act
of 1999）」（下院法案２６５５号）が上程され
たことがある。この法案が廃案になった後は、同

じような内容の法案は、連邦議会には上程されて

いない。しかし、傍若無人なトランプ政権の誕生

により、市民の自由権の侵害につながりかねない

大統領令の濫発が問われている。今まさに、大統

領令に対し、「法の支配」を及ぼし、いかに社会

正義（social justice）を確保するかが重い課題とな
っている。連邦議会は、大統領令を使った権利侵

害（presidential usurpations）に歯止めをかけるた
めに再びこの種の法律の制定を検討する時機にあ

るのではないか。

もっとも、いかなる意味においても、現在のト

ランプ大統領に社会正義を期待するのは至難とす

る見方が強い。

裁判所名

【図表９】各連邦裁判所の大統領政治任用裁判官の席数　

（任期）一覧

裁判官の席数（任期）

・連邦最高裁判所
９席（議会上院に助言と承認を得

て大統領が政治任用・終身）

・連邦控訴裁判所
１７９席（議会上院に助言と承認

を得て大統領が政治任用・終身）

・連邦巡回区控訴

裁判所

１６席（議会上院に助言と承認を

得て大統領が政治任用・終身）

・連邦地方裁判所
６７７席（議会上院に助言と承認

を得て大統領が政治任用・終身）

・連邦租税裁判所

１９席（議会上院に助言と承認を

得て大統領が政治任用・１５年で

再任可）

＊ただし、終身任用が多いため、任用する裁判官の数は

大統領により異なる。

・連邦請求裁判所

16席（議会上院に助言と承認を

得て大統領が政治任用・１５年で

再任可）

【図表１０】連邦における訴訟ルート

③連邦最高裁判所

（U.S. Supreme Court）

②連邦控訴裁判所

（U.S. Court of Appeals）

連邦巡回区控訴裁判所

（Federal Circuit Court

of Appeals）

連邦租税裁判所

（U.S. Tax

Court）

①連邦地方裁

判所（U.S.

District

Court）

連邦請求裁判所

（U.S. Court

of Federal

少額租税事件

通常租税事件

➡

➡

➡

➡
➡ 事

実
審
裁
判
所
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◆愚策の所在

地方税法は、企業、つまり事業者のもとでフル

タイムで働く従業者（サラリーマン・ＯＬ）の給

与所得にかかる住民税【市町村民税＋都道府県民

税】については、特別徴収【給与からの天引き徴

収】によるのを原則としています（地方税法３２

１条の３第１項）。普通徴収【従業者が直接市区

町村に納付する】方法によるのを原則認めていま

せん。しかも、市区町村は、国税の所得税の源泉

徴収義務者である事業者（企業）を住民税の特別

徴収義務者にして指定して徴収にあたらせていま

す（地方税法３２１条の４）。

特別徴収義務者に指定された事業者（企業）

は、毎年1月末までに従業者が住民登録している

各市区町村に前年分の給与支払報告書を提出しま

す。これを受けて、各市区町村は、5月に、6月

分以降の1年間に給与から天引き（特別徴収）す

る住民税額（特別徴収額）を事業者と従業者に通

知します。

個人番号（マイナンバー＝私の背番号）制度の

実施に伴い、市区町村は、今年から事業者にはこ

れまでの住民税額（特別徴収額）に加え、各従業

者の個人番号（マイナンバー）も通知することに

なりました。この場合、個人番号の提示を拒否し

ている従業者の分も含め通知されます。番号提示

拒否者分については、市区長村が、直接、付番機

関であるＪ—ＬＩＳ（ジエイリス）にアクセスし
て番号を入手する手はずになっているからです。

国民から嫌われものの「私の背番号」は、あらた

な問題を抱えたわけです。

◆事業者への番号通知は違憲

市区町村は、これまでも特別徴収義務者である

事業者（企業）に対し、「地方税法施行規則第3

号様式」を使って、特別徴収（天引徴収）される

従業者全員の〝特別徴収額（天引徴収額）〟を通

知してきました。ところが、個人番号（マイナン

バー＝私の背番号）実施に伴い、この「様式」は

変更され、今年から、市区町村は、各人の〝個人

番号〟を含めて通知することになったわけです。

この通知には、良心に従い勤務先に個人番号の提

出を拒否している従業者の分も含まれます。しか

も、「給与所得」は、他の種類の所得とは異な

り、原則、特別徴収（天引徴収）の方法によるし

かないことになっていますから、問題は根深いわ

けです。

憲法１３条は、「すべて国民は、個人として尊

重される」と定め、すべての国民に人格権を保障

しています。また、憲法１９条は「思想及び良心

の自由は、これを侵してはならない。」と定め、

思想・良心の自由を保障しています。「マイナン

バー＝私の背番号」制度は、人格権や良心の自由

を侵害するものであり違憲だとして、良心的に勤

務先に自分の個人番号の提出を拒否している人も

少なくありません。にもかかわらず、市区町村

が、これら良心的個人番号拒否者の番号を勤務先

に漏らすのは、人格権や良心の自由を侵害し憲法

に違反すると解されます。

関東近辺の市町村をはじめとして全国の自治体

のなかには、住民のプライバシー、人格権を護る

ために、個人番号を記載しない、あるいは番号の

一部（例えば下４桁）のみを記載して事業者に通

知することにしているところもあります。

◆「大本営発表」気取りの総務省

こうした自治体の不服従の動きを封じるため

に、総務省の自治税務局市町村税課が、最近、

Ｑ＆Ａ（ＦＡＱ）のかたちで、「不記載ないし一

部記載の通知は、地方税法上の罰則はないもの

の、地方税法施行規則第3号様式で記載を求めて

いることから、認められない」と各市区長村に通

達しました。

良心的番号拒否者の人格権を侵害し、憲法違反！

CNNニューズ編集局

共共通通番番号号はは要要ララネネ！！ニニュューーズズ

総務省が進める企業に従業者の個人番号を通知する愚策
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◆総務省の影におびえるひ弱な自治体

ある市では、市議が、この通知の件について市

議会で質問をするとのことで、同市の住民税課の

職員は、てんやわんや、〝大本営発表〟気取りの

総務省Ｑ＆Ａ（ＦＡＱ）通達にうろたえていたと

聞きました。

自治体の現場職員は、国の役人にタテ突くこと

は相当勇気が要るようです。国の方針に従順で、

大負けする戦争を着々とすすめた末端の地方役人

の気質は今もあまり変わっていないようにみえま

す。３，０００億円も血税を注ぎ込み大失敗した

住基ネットをみても、誰も反省せず、責任も問わ

れないわけです。

自治体のトップも、あっち見、こっち見し

て・・・〝まるで風見鶏〟なわけです。「都下の

自治体の半数くらいは、記載しない」あるいは

「１３ケタの４桁だけを記載する〝１２３４ＸＸ

ＸＸＸＸＸＸ〟方式を採用している」等々。情報

取集に躍起。ただの臆病者なわけです。悲しいか

な、まさに「赤信号、皆で渡れば怖くない」の認

識。住民自治とか、住民の人権とか、上の空なわ

けです。

各自治体は、租税条例に基づいて課税すること

になっています。ただ、一般に、市区町村の税条

例には、地方税法施行規則第3号様式のような書

式についての規定はないようです。そこで、住民

税課の現場職員は、トップの耳元で「地方税法の

様式に従うより他ないのではないか」、「君子危

うきに近寄らず」と囁くわけです。

◆自治体は、良心的な番号拒否者の人格権を

護れ！

そもそも、今回の「総務省Ｑ＆Ａ（ＦＡＱ）通

達の憲法適合性」が問われています。市区町村

は、憲法１３条に定める住民の個人情報、プライ

バシー、人格権、さらには憲法１９条に定める良

心の自由を保障し、良心的な番号拒否者を護る砦

とならなければなりません。もはや粛々と〝赤紙〟

を届けた時代ではないのです。住民税の特別徴収

額の企業（事業者）への通知にあたり、自治体の

トップは「濫りに個人番号は通知しない」という

政策をすすめる「勇気」を持ち、「英断」をする

必要があります。

「個人番号は課税事務の効率化に役立つ？」

そんなの〝大うそ〟です。個人番号なしでも特別

徴収事務はこれまでもうまくやってこれたわけで

す。むしろ、企業（事業者）は煩雑な番号事務に

悲鳴をあげています。「マイナンバー！　そんな

もの要ラネ！」
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・役人を呼んで大本営発表を聴いて、

市民に伝える御用聞き運動では、番号

はますます栄える。住基ネットのとき

のように、知識人、金持ちも巻き込む

大衆運動は難しいのだろうか

（N）

2－2－3  市区町村が個人番号を記載せずに通知した

場合は、なんらかのペナルティがあるか。

〇特別徴収義務者用の特別徴収税額通知に記載すべ

き個人番号の記載をしない場合、地方税法上の罰

則はないが、地方税法施行規則第３号様式によ

り、市区町村は事業者【特別徴収義務者】に対

し、個人番号を記載することとしているから、

（個人番号を）記載しないことは認められない。
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